
盛土規制法に基づく規制開始前後の旧法の許可又は開発許可案件の取扱いについて
①宅造法（旧法）の規制区域内から盛土規制法（新法）の規制区域内となる場合

②宅造法（旧法）の規制区域外から盛土規制法（新法）の規制区域内となる場合
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盛土規制法規制区域内

必要書類追加申請（新法適用）
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※
※
必要書類追加申請が必

要となる場合があります

ので、処分庁と相談して

下さい。

・法附則第2条第
2項の規定により、
新法の許可・届
出は不要となる。
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査、行政処分等

は旧法に基づき
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・法附則第2条第
2項の規定により、
新法の許可・届
出は不要となる。

・変更申請や検
査、行政処分等
は都市計画法に
基づき実施。
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